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金融機関は何をしているのか

私たちにできることは何か



ファイナンスの領域

金融

投資

融資

株式

債券

［銀行］

［年金・保険］
［投資信託］



株式投資のESG投資
アクティブ運用 パッシブ運用

除外スクリーン
➢ 一定の業種・企業を除外（非人道的兵器など）

評価スクリーン
➢ ESG評価で一定水準以上を対象
➢ ESG評価に応じてオーバーウエ
イト/アンダーウェイト

ESGインデックスの
活用。
独自のESGインデッ
クスの構築（Low
CarbonIndexなど）。

テーマファンド

インテグレーション
➢ 通常の財務分析にESGを統合

エンゲージメント
株主の立場で投資先企業と対話・働きかけ



ESG投資の方法（評価スクリーン）
［ESGレーティング］

クライテリア（判断基準） 点数 ウエイト 合計

気候変動

2050年までの長期ビジョンがある 4点 ０．２ 2点

具体的な削減目標の水準 5点 ０．５ 2.5点

RE100に加盟している ・・・・ ・・・ ・・・

生物多様性

原材料の調達基準がある

海洋プラスチックの削減対策がある

女性活躍推進

女性管理職の比率

・・・・・・・・・・・・・・・・

合計



ESG投資の方法（ESGインデックス）
［ESG指数］ GPIFのESG指数の例



ESG投資の方法（インテグレーション）
［インテグレーション］
Ҧ ESGに関わるリスクと機会を投資判断に統合

現在の
業績

将来の
業績の予測

将来に延長

ESG要因で補正

（例）
自動車業界 ： 電気自動車・水素自動車への対応状況
電力会社 ： 石炭火力の比率（ネガティブ要因）

再生可能エネルギーへの対応能力
化学品業界 ： バイオプラスチックへの対応状況など

Ҧ 業界の中でESG要因によって勝つ企業、負ける企業を識別する。



ESG投資の方法（エンゲージメント）

＜事例＞
V 2020年3月、気候ネットワークが

みずほFGに株主提案

V パリ協定に沿った目標と指標の
開示を定款で規定するよう要求

V 議決権行使助言サービスのグラ
スルイスとISSが賛成を推奨

V 2020年6月25日の株主総会で
35％の賛成票

投
資
家

企
業

［株主として対話］
担当者・経営陣と面談
レターの送付
マイルストーンの設定

株主提案
議決権行使



債券投資のESG投資

ESG要素の信用リスク評価への組み込み

債券投資家として発行体とエンゲージメント

グリーンボンド・ソーシャルボンド
サステナビリティリンクボンド



グリーンボンドとソーシャルボンド
調達資金の使途をグリーン・プロジェクト/社会課題に対応する
プロジェクトに限定し、資金を適切に管理し、報告する債券

ICMA（国際資本市場協会）
グリーンボンド原則

環境省グリーンボンド
ガイドライン2020年版

4つの要素
① 資金使途
② プロジェクト

の評価・選定
のプロセス

③ 調達資金の
管理

④ レポート



世界のグリーンボンドの発行推移
世界のグリーンボンド発行額の推移

出所：ClimateBondInitiative,’GreenBond:GlobalStateof the MarketнлмфΩ



日本のグリーンボンドの発行推移

出所：グリーンボンド発効促進プラットフォーム
http://greenbondplatform.env.go.jp/policies-data/current.html



サステナビリティリンクボンド

ICMAサステナビリティリンク
ボンド原則

ローン市場協会

サステナビリティリンク
ローン原則

ü資金使途を限定
しない。

ü事前に設定した
サステナビリティ
パフォーマンス・
ターゲットの達成
を約束。



融資におけるサステナビリティ金融

ESG地域金融

融資方針の明確化

グリーンローン
サステナビリティリンクローン



融資方針の明確化
新設の石炭火力発電所へのファイナンスは原則として実行
しない。石炭火力発電向けプロジェクトファイナンスの残高
を、2030年度に50％削減、2040年を目途にゼロとする（三
菱UFJ銀行）

新設の石炭火力発電所への支援は原則として実行しない。
石炭火力発電向け貸出金の残高を、2040年を目途にゼロ
とする（三井住友銀行）

石炭火力発電所の新規建設を使途とするファイナンスを行
わない。石炭火力発電向け与信残高を、2030年度に50％
削減、2050年を目途にゼロとする（みずほフィナンシャルグ
ループ）



ESG地域金融タスクフォース



地域循環共生圏



インパクトファイナンスへの関心

V 環境省 ポジティブインパクトファイナンス
タスクフォース『インパクトファイナンスの
基本的考え方』（2020年7月）

V 金融庁・GSG国内諮問委員会共催「イン
パクト投資勉強会」開催

インパクト投資の定義
①インパクトを生み出す意図

②インパクトの評価とモニタリング
③インパクトの情報開示

④適切なリスク・リターンの確保



リスク・リターン・インパクトの3次元の判断

リスク

リターン

正の
インパクト

負の
インパクト

（リスク回避型の行動）
同じリターンならリスクの小さい
ものを選ぶ

（サステナビリティ選好）
同じリスク・リターンなら、インパクト
の大きい行動を選ぶ

市場は、リスクを取る行動に
お金を払う

正のインパクトに価値を認める



個人の立場からできること

ESGに強い金融機関・運用機関を選ぼう！

統合報告書・サステナビリティ報告書を読もう！

ESGリテラシーのすすめ



運用機関に注目

iDeCo

（個人型確定
拠出年金）

投資信託

投資信託

個
人

企
業

運用機関 信託銀行
アセットマネジメント企業

設定・運用 ESG投資



スチュワードシップレポートを読もう！



企業のサステナビリティ報告書を読もう！

SustainabilityAccounting
StandardsBoard
2013年 最初のガイドライン
2018年 77業種のガイドライン

GlobalReportingInitiative
2000年 最初のガイドライン
2016年 GRIスタンダード公表

InternationalIntegratedReporting
Council
2013年 国際統合報告フレーム
ワーク公表

GRI

サステナビリティ
報告

SASB

サステナビリティ
会計基準

IIRC

統合報告



整合性に向けた取り組み
V 2020年9月、GRI、CDP、SASB、IIRC、CDSB

の5団体が共同ステートメント公表
V 相互の関係性の整理に乗り出す。

V 2020年9月、IFRSFoundationが、
SustainabilityStandardsBoard設立
に関する意見募集を開始。



ESGリテラシーのすすめ

ü運用機関、企業の報告書を読み解く力
üESG要因と経済、社会との関連性の理解
ü個々のESG課題に関する知識



生物多様性の危機

V「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科
学政策プラットフォーム（IPBES）」が、2019年4月29日に
採択したレポート
V動植物全体で、100万種が絶滅の危機に瀕している。

V主な原因は①土地・海洋利用の変化、②直接的な捕
獲、③気候変動、④汚染、⑤外来種の侵入



持続可能な漁業
世界の漁獲量は96年を

ピークに減少（FAO)



毎年、九州に相当する面積の
森林が消失

減少原因の8割は、パーム油、
大豆、牛肉、材木の生産

世界の温室効果ガス排出の
10－15％は森林破壊に起因

森林減少とパーム油問題



FAO グローバル森林資源評価2020

年間470万ヘクタール
がネットで減少

（参考）
九州の面積
約36,700平方キロメートル
＝367万ヘクタール
（１平方km＝100ha）



アマゾン森林火災



インドネシア森林火災

2019年9月までに85万ヘクタールが焼失
泥炭地の開拓が原因
パルプ原料としてのアカシア植林
APP（Asia Pulp & Paper）と
APRIL（AsiaPacificResourcesInternational
Limited）の2社を名指しで批判
APRILは反論を掲載。



飛翔昆虫に関するドイツの研究

1989年から2016年まで飛翔昆虫を採取
27年間で、年間平均76％の昆虫が減少



薬剤耐性菌に関する国連報告書
VNO TIME TO WAIT:SECURING 

THE FUTURE FROM DRUG-
RESISTANT INFECTIONS

V InteragencyCoordinationGroup
on AntimicrobialResistance
（IACG)編。

V2019年4月29日公表。

V薬剤耐性菌の増加は危機的状
況。

V現在、年間70万人が死亡。
V2050年までに、年間1,000万人

が死亡する事態に。



ILO 強制労働報告書2017年版

2016年時点で4,000万人が現代
的奴隷

うち、2500万人が強制労働
1500万人が強制結婚

これは、1,000人いれば、5.4人

が現代的奴隷であることを意味
する。



ILO 児童労働報告書2017年版

2016年時点で1億5,200万人の
児童労働が存在

うち、7300万人が健康や安全

を直接的に危険にさらす危険な
労働をしている。



ビジネスと人権に関する国別行動計画

ü2013年、国連の作業部会が
国別行動計画（National
ActionPlan: NAP）の策定を
勧告

üイギリス、イタリア、オランダ、
ノルウェー、米国、ドイツ、フ
ランス等、20か国以上が策
定済み

ü日本も、2020年10月16日、
日本版NAPを公表した。



日本版NAPの概要


